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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングシステムが、第１の部分と第２の部分を含むメディアコンテンツを
受信し、前記第２の部分を受信する前に、前記第１の部分を受信することと、
　前記コンピューティングシステムが、前記受信したメディアコンテンツの前記第２の部
分のフィンガープリントを生成することと、
　前記コンピューティングシステムが、前記第１の部分に実質的に黒いビデオコンテンツ
含むことに少なくとも部分的に基づいて前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部
分が閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決定することと、
　前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディ
アコンテンツを含むと決定したことに応答して、前記コンピューティングシステムが、前
記生成したフィンガープリントをコンテンツ識別サーバに送信して、前記受信したメディ
アコンテンツの前記第２の部分を識別することと、
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分に関するアクションを実行することと
、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記コンピューティングシステムは、メディア提示デバイスであり、前記メディア提示
デバイスは、受信機に接続され、前記メディアコンテンツを受信することは、前記受信機
から前記メディアコンテンツを受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の部分と前記第２の部分は互いに閾値程度の類似性が無いと決定することをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　（ｉ）前記第１の部分は、プログラムセグメントであり、前記第２の部分は、コマーシ
ャルである、（ｉｉ）前記第１の部分は、第１のコマーシャルであり、前記第２の部分は
、前記第１のコマーシャルとは異なる第２のコマーシャルである、（ｉｉｉ）前記第１の
部分は、コマーシャルであり、前記第２の部分は、プログラムセグメントである、または
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、（ｉｖ）前記第１の部分は、第１のプログラムセグメントであり、前記第２の部分は、
前記第１のプログラムセグメントとは異なる第２のプログラムセグメントである、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記フィンガープリントは、第２のフィンガープリントであり、
　前記方法は、前記コンピューティングシステムが、前記第１の部分の第１のフィンガー
プリントを生成することをさらに含み、
　前記第１の部分と前記第２の部分が互いに閾値程度の類似性が無いと決定することは、
前記生成された第１のフィンガープリントと前記生成された第２のフィンガープリントが
互いに閾値程度の類似性が無いと決定することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の部分と前記第２の部分が互いに閾値程度の類似性が無いと決定することは、
訓練された分類器を用いて、前記第１の部分と前記第２の部分が互いに閾値程度の類似性
が無いと決定することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディ
アコンテンツを含むと決定することは、訓練された分類器を用いて、前記第１の部分が前
記閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決定することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記受信したメディアコンテンツの前記第２の部分の前記フィンガープリントを生成す
ることは、前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的
なメディアコンテンツを含むと決定したことに応答して、生じる、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記受信したメディアコンテンツの前記第２の部分の前記フィンガープリントを生成す
ることと、前記生成したフィンガープリントを前記コンテンツ識別サーバに送信して、前
記受信したメディアコンテンツの前記第２の部分を識別することとは両方とも、前記受信
したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディアコンテン
ツを含むと前記決定した時刻のすぐ後で生じる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンピューティングシステムは、メディア提示デバイスであり、前記方法は、
　前記メディア提示デバイスが、前記メディア提示デバイスのユーザインタフェースを介
して、メディアコンテンツの前記第２の部分を提示することをさらに含み、
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分に関するアクションを実行することは
、前記メディア提示デバイスによって提示されているメディアコンテンツの前記第２の部
分と共に、補助コンテンツを提示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分に関するアクションを実行することは
、メディアコンテンツ格付けシステムで使用するために、メディアコンテンツの前記識別
された第２の部分の提示を記録することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　プログラム命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記プログラム命
令は、プロセッサによって実行されると、
　コンピューティングシステムが、第１の部分と第２の部分を含むメディアコンテンツを
受信し、前記第２の部分を受信する前に、前記第１の部分を受信することと、
　前記コンピューティングシステムが、前記受信したメディアコンテンツの第２の部分の
フィンガープリントを生成することと、
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　前記コンピューティングシステムが、前記第１の部分に実質的に黒いビデオコンテンツ
含むことに少なくとも部分的に基づいて前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部
分が閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決定することと、
　前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディ
アコンテンツを含むと決定したことに応答して、前記コンピューティングシステムが、前
記生成したフィンガープリントをコンテンツ識別サーバに送信して、前記受信したメディ
アコンテンツの前記第２の部分を識別することと、
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分に関するアクションを実行することと
、
　を含む動作のセットを行わせる、前記非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記コンピューティングシステムは、メディア提示デバイスであり、前記メディア提示
デバイスは、受信機に接続され、前記メディアコンテンツを受信することは、前記受信機
から前記メディアコンテンツを受信することを含む、請求項１３に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディ
アコンテンツを含むと決定することは、前記第１の部分と前記第２の部分は互いに閾値程
度の類似性が無いと決定することを含む、請求項１３に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項１６】
　前記コンピューティングシステムは、メディア提示デバイスであり、前記動作のセット
は、
　前記メディア提示デバイスが、前記メディア提示デバイスのユーザインタフェースを介
して、メディアコンテンツの前記第２の部分を提示することをさらに含み、
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分にに関する前記アクションを実行する
ことは、前記メディア提示デバイスによって提示されるメディアコンテンツの前記第２の
部分と共に、補助コンテンツを提示することを含む、請求項１３に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１７】
　動作のセットを行うために構成されたコンピューティングシステムであって、
　前記コンピューティングシステムが、第１の部分と第２の部分を含むメディアコンテン
ツを受信し、前記第２の部分を受信する前に、前記第１の部分を受信することと、
　前記コンピューティングシステムが、前記受信したメディアコンテンツの前記第２の部
分のフィンガープリントを生成することと、
　前記コンピューティングシステムが、前記第１の部分に実質的に黒いビデオコンテンツ
含むことに少なくとも部分的に基づいて前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部
分が閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決定することと、
　前記受信したメディアコンテンツの前記第１の部分が前記閾値程度の非実質的なメディ
アコンテンツを含むと決定したことに応答して、前記コンピューティングシステムが、前
記生成したフィンガープリントをコンテンツ識別サーバに送信して、前記受信したメディ
アコンテンツの前記第２の部分を識別することと、
　メディアコンテンツの前記識別された第２の部分に関するアクションを実行することと
、
　を含む、前記コンピューティングシステム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【０００４】
　別の態様において、非一時的コンピュータ可読媒体の例を開示する。コンピュータ可読
媒体は、プログラム命令を記憶しており、プログラム命令は、プロセッサによって実行さ
れると、以下を含む動作のセットを実行させる。すなわち、（ｉ）コンピューティングシ
ステムが、メディアコンテンツを受信すること、（ｉｉ）コンピューティングシステムが
、受信したメディアコンテンツの部分のフィンガープリントを生成すること、（ｉｉｉ）
コンピューティングシステムが、受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有すると決
定すること、（ｉｖ）受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有すると決定したこと
に応答して、コンピューティングシステムが、生成したフィンガープリントをコンテンツ
識別サーバに送信して、受信したメディアコンテンツの部分を識別すること、及び、（ｖ
）メディアコンテンツの識別された部分に基づいて、アクションを行うこと。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　別の態様において、コンピューティングシステムの例を開示する。コンピューティング
システムは、以下を含む動作のセットを実行するように構成される。すなわち、（ｉ）コ
ンピューティングシステムが、メディアコンテンツを受信すること、（ｉｉ）コンピュー
ティングシステムが、受信したメディアコンテンツの部分のフィンガープリントを生成す
ること、（ｉｉｉ）コンピューティングシステムが、受信したメディアコンテンツが所定
の特徴を有すると決定すること、（ｉｖ）受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有
すると決定したことに応答して、コンピューティングシステムが、生成したフィンガープ
リントをコンテンツ識別サーバに送信して、受信したメディアコンテンツの部分を識別す
ること、及び、（ｖ）メディアコンテンツの識別された部分に基づいて、アクションを行
うこと。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　所定の特徴は、所望の構成に適するように異なってよい。例えば、一例においては、所
定の特徴は、第１の部分と第２の部分は、互いに閾値程度の類似性が無いということであ
ってよい。これは、各部分が、メディアコンテンツの論理的に自己完結した単位で、他方
の部分とは分離され、異なっているという事実を証明できる。様々な例において、これは
、（ｉ）第１の部分は、プログラムセグメントであり、第２の部分は、コマーシャルであ
る、（ｉｉ）第１の部分は、第１のコマーシャルであり、第２の部分は、第１のコマーシ
ャルとは異なる第２のコマーシャルである、（ｉｉｉ）第１の部分は、コマーシャルであ
り、第２の部分は、プログラムセグメントである、または、（ｉｖ）第１の部分は、第１
のプログラムセグメントであり、第２の部分は、第１のプログラムセグメントと異なる第
２のプログラムセグメントであるという事実を表してよい。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　これを認めて、一例においては、所定の特徴は、第１の部分が閾値程度の非実質的なメ
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ディアコンテンツを含むことであってよい。従って、メディアコンテンツが、第１の部分
と、第２の部分と、非実質的なコンテンツを含む第３の部分とを含み、受信機が、第１の
部分、第３の部分、及び、第２の部分をこの順で受信する場合、メディア提示デバイスは
、第３の部分が閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決定することによって
、受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有すると決定できる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　ＩＩ．アーキテクチャ例
　Ａ．コンピューティングデバイス
　図１は、コンピューティングデバイス１００の例の簡単なブロック図である。コンピュ
ーティングデバイスは、本開示に記載される動作及び／または機能等、１つまたは複数の
動作及び／または機能を行うように構成できる、及び／または、行うことができる。コン
ピューティングデバイス１００は、プロセッサ１０２、データ記憶装置１０４、通信イン
タフェース１０６、及び／または、ユーザインタフェース１０８等、様々な構成要素を含
み得る。これらの構成要素はそれぞれ、接続機構１１０を介して互いに接続できる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】
　データ記憶装置１０４は、磁気、光学、及び／または、フラッシュストレージ等の１つ
または複数の揮発性、不揮発性、取り外し可能、及び／または、取り外し不能のストレー
ジ構成要素を含むことができ、及び／または、プロセッサ１０２と全体的または部分的に
一体化できる。さらに、データ記憶装置１０４は、プログラム命令（例えば、コンパイル
された、もしくは、コンパイルされていないプログラム論理及び／または機械コード）を
記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体の形態を取ることができ、プログラム命令は
、プロセッサ１０２によって実行されると、コンピューティングデバイス１００に、本開
示に記載される動作及び／または機能等、１つまたは複数の動作及び／または機能を行わ
せる。これらのプログラム命令は、個別のソフトウェアアプリケーションの一部を規定で
きる、及び／または、個別のソフトウェアアプリケーションの一部であってよい。場合に
よっては、コンピューティングデバイス１００は、通信インタフェース１０６及び／また
はユーザインタフェース１０８等から、入力を受信することに応答して、プログラム命令
を実行できる。データ記憶装置１０４は、本開示に記載される種類等、他の種類のデータ
も記憶できる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　Ｂ．メディアコンテンツ配信及び提示システム
　図２は、メディアコンテンツ配信及び提示システム２００の例の簡単なブロック図であ
る。システム２００は、メディアコンテンツ（例えば、オーディオコンテンツ及び／また
はビデオコンテンツ）の配信及び／または提示に関連する様々な動作及び／または機能を
行うことができ、コンピューティングシステムとして実施されてよい。本開示においては
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、「コンピューティングシステム」という用語は、少なくとも１つのコンピューティング
デバイスを含むシステムを意味する。場合によっては、コンピューティングシステムは、
１つまたは複数の他のコンピューティングシステムを含み得る。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　Ｃ．メディアコンテンツ識別システム
　図３は、メディアコンテンツ識別システム３００の例の簡単なブロック図である。シス
テム３００は、メディアコンテンツ識別（自動コンテンツ認識（ＡＣＲ）と呼ばれること
もある）に関する様々な動作及び／または機能を行うことができ、コンピューティングシ
ステムとして実施されてよい。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５４】
　従って、一例においては、メディア提示デバイス２０８は、第１の部分と第２の部分が
互いに閾値程度の類似性が無いと決定することによって、受信したメディアコンテンツが
所定の特徴を有すると決定できる。メディア提示デバイス２０８は、様々な方法で、これ
を決定できる。例えば、メディア提示デバイス２０８は、（第１の部分の）生成した第１
のフィンガープリントと、（第２の部分の）生成した第２のフィンガープリントは、互い
に閾値程度の類似性が無いと決定することによって、これを決定できる。メディア提示デ
バイス２０８は、既知の、または、今後、開発される任意の適切な技術を用いて、２つの
フィンガープリントの比較に基づいて、この決定を行うことができる。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５７】
　これを認めて、一例においては、所定の特徴は、第１の部分が閾値程度の非実質的なメ
ディアコンテンツを含むことであってよい。このように、メディアコンテンツが、第１の
部分と、第２の部分と、非実質的なコンテンツを含む第３の部分とを含み、受信機２０６
が、第１の部分、第３の部分、及び、第２の部分をこの順で受信する場合、メディア提示
デバイス２０８は、第３の部分が、閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むと決
定することによって、受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有すると決定できる。
メディア提示デバイス２０８は、これを様々な方法で決定できる。例えば、メディア提示
デバイス２０８は、第３の部分のフィンガープリントを生成でき、（例えば、既知のまた
は今後開発される任意の適切な技術を用いて）フィンガープリントの様々な特性を分析し
て、第３の部分が閾値程度の非実質的なメディアコンテンツを含むか否かを決定できる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５８】
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　受信したメディアコンテンツが所定の特徴を有するとメディア提示デバイス２０８が決
定するのを可能にするために、訓練システム（メディア提示デバイス２０８または他のエ
ンティティであってよい）は、機械学習技術を採用して、メディアコンテンツ（または、
メディアコンテンツの部分）が所定の特徴を有するか否かを検出するように分類器を訓練
できる。一例においては、訓練システムは、第１の部分と第２の部分を含むメディアコン
テンツ（及び／または、それらのフィンガープリント）と、第１の部分及び第２の部分が
閾値程度の類似性が無いとみなされるべきか否かを示すものとを、入力として分類器に提
供することによって分類器を訓練できる。この情報を用いて、分類器は、閾値程度の類似
性が無い第１の部分と第２の部分をメディアコンテンツが含むインスタンスを認識するよ
うに分類器自身を構成できる。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５９】
　別の例においては、訓練システムは、第１の部分を含むメディアコンテンツ（及び／ま
たは、第１の部分のフィンガープリント）と、第１の部分が閾値程度の非実質的なコンテ
ンツを含むとみなされるべきか否かを示すものとを、入力として分類器に提供することに
よって、分類器を訓練できる。この情報を用いて、分類器は、閾値程度の非実質的なコン
テンツを含む第１の部分をメディアコンテンツが含むインスタンスを認識するように、分
類器自身を構成できる。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６８】
　ＩＶ．変形形態の例
　本開示において記載される動作及び／または機能の一部は、特定のエンティティによっ
て行われるとして記載したが、動作及び／または機能は、本開示において記載されるこれ
らのエンティティ等、任意のエンティティによって行うことができる。さらに、動作及び
／または機能は、特定の順で記載したが、動作及び／または機能は、記載の順で行われる
必要はない。しかしながら、ある場合には、記載の順で動作及び／または機能を行うこと
が望ましいことがある。さらに、各動作及び／または各機能は、他の動作及び／または機
能の１つまたは複数に応答して行われてよい。また、本開示によって提供される利点の１
つまたは複数を達成するために、動作及び／または機能の全てを行う必要があるわけでは
なく、よって、動作及び／または機能の全てが必要なわけではない。
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